
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ ※
※ ※
※ ※
※ 令和５年第４回箕面市議会定例会議案 ※
※ （追加第３号） ※
※ ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第１３８号議案 財産の無償譲渡の件 ·········································· 2

第１３９号議案 財産処分の件 ················································· 9

第１４０号議案 箕面市国民健康保険条例改正の件 ··························· 10

箕 面 市



第１３８号議案

財産の無償譲渡の件

次のとおり財産を無償譲渡する。

令和５年１２月１４日提出

箕面市長 上 島 一 彦

１ 無償譲渡する財産（建物等）

位置 財産の種別及び数量

箕 面 市 粟 生

間 谷 東 八 丁

目 ２ ７ ３ ４

番地

１ 建物

(1) 校舎

構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付８階建

床面積 １０，３９４．５０㎡

(2) 校舎

構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根８階建

床面積 ６，７６６．８７㎡

(3) 図書館

構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根５階建

－ 2 －



床面積 ６，３２５．２７㎡

(4) 学生会館

構 造 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板ぶき２階建

床面積 ３，１４０．９１㎡

(5) 寄宿舎

構 造 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根・ルーフィングぶき５階建

床面積 ２，７１９．０１㎡

(6) 守衛所

構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根２階建

床面積 １５８．１４㎡

(7) 機械室

構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根２階建

床面積 ７５．００㎡

(8) 学生会館

構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根３階建

床面積 １，４７１．１３㎡

(9) 校舎
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構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根４階建

床面積 １，７５７．８２㎡

(10) 体育館

構 造 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき２階建

床面積 ２，５４０．８５㎡

(11) 寄宿舎

構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根５階建

床面積 １，２６８．１０㎡

(12) 集会所

構 造 鉄筋コンクリート造ルーフィングぶき平家建

床面積 ２２４．００㎡

(13) 寄宿舎

構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根５階建

床面積 １，２６８．１０㎡

(14) 寄宿舎

構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根５階建

床面積 １，２６８．１０㎡
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(15) 寄宿舎

構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根４階建

床面積 １，０１４．４８㎡

(16) 浴場

構 造 鉄筋コンクリート造ルーフィングぶき平家建

床面積 １３１．８５㎡

(17) 浴場

構 造 鉄筋コンクリート造ルーフィングぶき平家建

床面積 １３１．８５㎡

(18) 寄宿舎

構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根３階建

床面積 ４１９．４０㎡

(19) 事務所

構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付４階建

床面積 ３，８０７．５４㎡

(20) 倉庫

構 造 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建
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床面積 １８０．００㎡

(21) 合宿所

構 造 鉄骨造スレートぶき平家建

床面積 ２０３．５３㎡

(22) 倉庫

構 造 コンクリートブロック造陸屋根平家建

床面積 ３０．３８㎡

(23) 校舎

構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根４階建

床面積 ２，０８７．５３㎡

(24) 体育館

構 造 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建

床面積 ６８８．５２㎡

(25) 校舎

構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根４階建

床面積 ３，３９４．４３㎡

(26) 寄宿舎
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構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根７階建

床面積 ８７６．２２㎡

(27) 更衣室

構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建

床面積 １３９．８２㎡

(28) 便所

構 造 コンクリートブロック造陸屋根平家建

床面積 ７．８２㎡

(29) 便所

構 造 コンクリートブロック造陸屋根平家建

床面積 ７．８２㎡

(30) 校舎

構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき５階建

床面積 ３，９１４．５３㎡

(31) 寄宿舎

構 造 鉄筋コンクリート造スレートぶき５階建

床面積 ９４３．６５㎡
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２ 譲渡の相手方

東京都港区浜松町一丁目２０番１０号ライオネス浜松町５０６号室

ＥＳＲ３１合同会社

（提案理由）

大阪大学箕面キャンパス跡地活用事業の実施に伴い、当該跡地に係る建物その他の財産を無償譲渡

するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定により提案するもの

である。

(32) 校舎

構 造 鉄骨造陸屋根６階建

床面積 ３，０５９．７８㎡

２ 工作物及び立木 一式
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第１３９号議案

財産処分の件

次のとおり財産を処分する。

令和５年１２月１４日提出

箕面市長 上 島 一 彦

（提案理由）

大阪大学箕面キャンパス跡地活用事業の実施に伴い、当該跡地に係る建物を処分するため、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第８号の規定により提案するものである。

処分する物件の表示
処分金額 処分の相手方

位置 財産の種別及び数量

箕 面 市 粟 生 間

谷 東 八 丁 目 ２

７３４番地

建物（会館）

構 造 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造

陸屋根２階建

床面積 ４１２．０４㎡

23,419,000 円 東京都港区浜松町一丁目２

０番１０号ライオネス浜松

町５０６号室

ＥＳＲ３１合同会社
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第
百
四
十
号
議
案

箕
面
市
国
民
健
康
保
険
条
例
改
正
の
件

箕
面
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
二
月
十
四
日
提
出

箕
面
市
長

上

島

一

彦

箕
面
市
条
例
第

号

箕
面
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

箕
面
市
国
民
健
康
保
険
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
箕
面
市
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
十
六
条
の
二
」
を
「
第
二
十
六
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
三
中
「
及
び
第
十
九
条
の
三
」
を
「
、
第
十
九
条
の
三
及
び
第
二
十

条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ニ
中
「
及
び
第
七
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
繰
入
金
及
び
」
を
「
、
第
七
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
及
び
第
七
十
二
条
の
三
の
三

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
並
び
に
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第
十
一
項
又
は
第
十
五
項
」
を

「
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第
八
項
又
は
第
十
一
項
」
に
、
「
附
則
第
三
十
五
条
の

二
の
六
第
十
五
項
」
を
「
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
五
の
二
中
「
及
び
第
十
九
条
の
三
」
を
「
、
第
十
九
条
の
三
及
び
第
二

十
条
」
に
、
同
条
第
二
号
ロ
中
「
及
び
第
七
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
」
を
「
、
第
七

十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
及
び
第
七
十
二
条
の
三
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
六
中
「
第
十
九
条
」
の
下
に
「
及
び
第
二
十
条
」
を
加
え
、
同
条
第
二

号
ロ
中
「
第
七
十
二
条
の
三
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
七
十
二
条
の
三
の
三
第
一

項
」
を
加
え
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
減
少
し
、
又
は
」
を
「
減
少
し
、
若
し
く
は
」
に
改
め
、

「
）
と
な
っ
た
」
の
下
に
「
若
し
く
は
特
例
対
象
被
保
険
者
等
で
な
く
な
っ
た
」
を
加
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え
、
「
若
し
く
は
減
少
し
た
場
合
」
を
「
又
は
減
少
し
た
場
合
」
に
改
め
、
「
又
は
特
例

対
象
被
保
険
者
等
と
な
っ
た
場
合
」
を
削
り
、
「
又
は
第
十
四
条
の
七
」
を
「
若
し
く

は
第
十
四
条
の
七
」
に
改
め
、
「
第
十
九
条
第
一
項
各
号
」
の
下
に
「
（
同
条
第
三
項
又

は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
を
加
え
、
「
若
し
く
は
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
各
号
」
を
「
、
第
十
九
条
の
三
第
一
項
（
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
定
め

る
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
四
条
の
四
の
基
礎
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
の
保
険
料

率
に
そ
れ
ぞ
れ
十
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
十
九
条
の
三
第
四
項
第
一
号
（
同
条

第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
定
め
る
額
、
第
二
十
条
第
一
項
各
号
（
同
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
定
め
る
額
若

し
く
は
同
条
第
五
項
各
号
（
同
条
第
七
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、
「
す
る
。
）
又
は
」
を
「
す

る
。
）
若
し
く
は
」
に
、
「
又
は
特
例
対
象
被
保
険
者
等
と
な
っ
た
」
を
「
若
し
く
は
特

例
対
象
被
保
険
者
等
と
な
っ
た
若
し
く
は
特
例
対
象
被
保
険
者
等
で
な
く
な
っ
た
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
第
十
四
条
の
五
の
六
」
を
「
若
し
く
は
第
十
四
条
の
五
の

六
の
額
」
に
、
「
若
し
く
は
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
各
号
」
を
「
、
第
十
九
条
の
三
第
一
項
に
定
め
る
第
十
四
条

若
し
く
は
第
十
四
条
の
四
の
基
礎
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
の
保
険
料
率
に
そ
れ
ぞ

れ
十
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
十
九
条
の
三
第
四
項
第
一
号
に
定
め
る
額
、
第
二

十
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
額
若
し
く
は
同
条
第
五
項
各
号
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第
十
一
項
又
は
第
十
五

項
」
を
「
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第
八
項
又
は
第
十
一
項
」
に
、
「
附
則
第
三
十

五
条
の
二
の
六
第
十
五
項
」
を
「
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。
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第
十
九
条
の
三
第
一
項
中
「
被
保
険
者
均
等
割
額
か
ら
、
当
該
被
保
険
者
均
等
割

額
」
を
「
被
保
険
者
均
等
割
の
保
険
料
率
か
ら
、
当
該
保
険
料
率
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
同
条
第
三
項
」
を
「
第
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
一
号
中

「
被
保
険
者
均
等
割
額
か
ら
、
当
該
被
保
険
者
均
等
割
額
」
を
「
被
保
険
者
均
等
割
の

保
険
料
率
か
ら
、
当
該
保
険
料
率
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
一
号
」
を
「
前

号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
同
条
第
三
項
」
を
「
第
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、

同
条
第
六
項
中
「
第
五
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
出
産
被
保
険
者
の
保
険
料
の
減
額
）

第
二
十
条

当
該
年
度
に
お
い
て
、
世
帯
に
出
産
被
保
険
者
（
令
第
二
十
九
条
の
七
第

五
項
第
八
号
に
規
定
す
る
出
産
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
る
場
合
に

お
け
る
当
該
世
帯
の
納
付
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
基
礎

賦
課
額
は
、
第
十
二
条
又
は
第
十
四
条
の
二
の
基
礎
賦
課
額
か
ら
、
次
の
各
号
の
合

算
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
第
十
四
条
の
五
に
規
定
す
る

額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
額
）
と
す
る
（
第
五
項
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
。

一

当
該
出
産
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
当
該
年
度
分
の

基
礎
賦
課
額
の
所
得
割
の
保
険
料
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
十
二
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
額
に
、
当
該
出
産
被
保
険
者
の
出
産
の
予
定
日
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規

則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
第
三
十
二
条
の
十
の
二
で
定
め
る

場
合
に
は
、
出
産
の
日
。
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
属
す
る
月
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
出
産
予
定
月
」
と
い
う
。
）
の
前

月
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
は
、
三
月
前
）
か
ら
出
産
予
定
月
の
翌
々
月
ま
で
の
期

間
（
以
下
「
産
前
産
後
期
間
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
年
度
に
属
す
る
月
数
を

乗
じ
て
得
た
額

二

当
該
年
度
分
の
基
礎
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
の
保
険
料
率
に
十
二
分
の
一
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を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
当
該
出
産
被
保
険
者
の
産
前
産
後
期
間
の
う
ち
当
該
年
度

に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額

２

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

の
決
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
中

「
保
険
料
率
」
と
あ
る
の
は
「
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の
は
「
後
期
高
齢
者
支

援
金
等
賦
課
額
」
と
、
「
第
十
二
条
又
は
第
十
四
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四

条
の
五
の
三
又
は
第
十
四
条
の
五
の
六
」
と
、
「
第
十
四
条
の
五
」
と
あ
る
の
は

「
第
十
四
条
の
五
の
九
」
と
、
前
項
中
「
第
十
四
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十

四
条
の
五
の
五
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
介
護
納
付
金
賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
出
産
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
」

と
あ
る
の
は
「
出
産
被
保
険
者
（
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
で
あ
る
者
に
限

る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
」
と
、
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の

は
「
介
護
納
付
金
賦
課
額
」
と
、
「
第
十
二
条
又
は
第
十
四
条
の
二
」
と
あ
る
の
は

「
第
十
四
条
の
七
」
と
、
「
第
十
四
条
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
の
十
」
と
、

第
二
項
中
「
第
十
四
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
の
九
第
二
項
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

当
該
年
度
に
お
い
て
、
第
十
九
条
に
規
定
す
る
基
準
に
従
い
保
険
料
を
減
額
す
る

も
の
と
し
た
納
付
義
務
者
の
世
帯
に
出
産
被
保
険
者
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
世

帯
の
納
付
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
基
礎
賦
課
額
は
、
当

該
減
額
後
の
第
十
二
条
又
は
第
十
四
条
の
二
の
基
礎
賦
課
額
か
ら
、
次
の
各
号
の
合

算
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
第
十
四
条
の
五
に
規
定
す
る

額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
額
）
と
す
る
。
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一

当
該
出
産
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
当
該
年
度
分
の

基
礎
賦
課
額
の
所
得
割
の
保
険
料
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
十
二
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
額
に
、
当
該
出
産
被
保
険
者
の
産
前
産
後
期
間
の
う
ち
当
該
年
度
に
属
す
る

月
数
を
乗
じ
て
得
た
額

二

当
該
年
度
分
の
基
礎
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
の
保
険
料
率
か
ら
、
当
該
保

険
料
率
に
第
十
九
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
場
合
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
項
各

号
イ
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
に
十
二
分
の
一
を
乗

じ
て
得
た
額
に
、
当
該
出
産
被
保
険
者
の
産
前
産
後
期
間
の
う
ち
当
該
年
度
に
属

す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額

６

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

の
決
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
中

「
保
険
料
率
」
と
あ
る
の
は
「
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

７

前
二
項
の
規
定
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の
は
「
後
期
高
齢
者
支

援
金
等
賦
課
額
」
と
、
「
第
十
二
条
又
は
第
十
四
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四

条
の
五
の
三
又
は
第
十
四
条
の
五
の
六
」
と
、
「
第
十
四
条
の
五
」
と
あ
る
の
は

「
第
十
四
条
の
五
の
九
」
と
、
前
項
中
「
第
十
四
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十

四
条
の
五
の
五
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

８

第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
介
護
納
付
金
賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
項
中
「
出
産
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
出
産
被

保
険
者
（
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
」
と
、
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
納
付
金
賦
課
額
」
と
、
「
第
十

二
条
又
は
第
十
四
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
の
七
」
と
、
「
第
十
四
条
の

五
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
の
十
」
と
、
第
六
項
中
「
第
十
四
条
第
二
項
」
と
あ

る
の
は
「
第
十
四
条
の
九
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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第
五
章
中
第
二
十
六
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
出
産
被
保
険
者
に
関
す
る
届
出
）

第
二
十
六
条
の
三

出
産
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
届
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

世
帯
主
の
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号

二

出
産
被
保
険
者
の
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号

三

出
産
の
予
定
日

四

単
胎
妊
娠
又
は
多
胎
妊
娠
の
別

２

前
項
の
届
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

出
産
の
予
定
日
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二

多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書

類
三

出
産
後
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
出
産
し
た
被

保
険
者
と
当
該
出
産
に
係
る
子
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類

３

第
一
項
の
届
出
は
、
出
産
被
保
険
者
の
出
産
の
予
定
日
の
六
月
前
か
ら
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
長
が
、
出
産
被
保
険
者
に
つ
い
て
同
項
各
号

に
掲
げ
る
事
項
及
び
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
べ
き
事
項

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
省
略
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）
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２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
第
二
十
条
の
規
定
は
、
令
和
五
年
度
分
の
保
険
料
の

う
ち
令
和
六
年
一
月
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
及
び
令
和
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の

保
険
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
五
年
度
分
の
保
険
料
の
う
ち
令
和
五
年
十
二
月
以

前
の
期
間
に
係
る
も
の
及
び
令
和
四
年
度
以
前
の
年
度
分
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
提
案
理
由
）

国
民
健
康
保
険
法
等
の
改
正
に
伴
い
、
出
産
被
保
険
者
に
係
る
国
民
健
康
保
険
料
を

減
額
す
る
た
め
、
本
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
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